
社会保険労務士法人ＷＩＬＬニュース。【令和8年度版】
協会けんぽの健康保険料率が公表されました。

協会けんぽから、令和8年度の都道府県ごとの健康保険料率が発表されました。
今回の改定では、健康保険料率の引き上げとなる都道府県はなく、全47都道府県において「据
え置き」または「引き下げ」となりました。一方、介護保険料率は全国一律で1.62％に引き上
げ（現行1.59％から0.03％増）となります。
新料率は、いずれも令和8年3月分（4月納付分）から適用されます。



参考｜協会けんぽ『令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分（4月納付分）から改定されま
す』

また、2026年4月からは新制度として「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。対象
となるのは「2026年4月分（2026年5月納付分）」からのため、企業は従業員の給与から健康保

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
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険料とあわせて支援金を控除する実務対応が必要となります。
子ども・子育て支援金の制度詳細や具体的な実務対応については、次週公開の記事にてくわし
く解説予定です。

健康保険料の計算方法
保険料率の変更に伴い、毎月の給与から控除される保険料額も変わります。健康保険料は、次
の計算式で求めます。

40歳以上65歳未満の方は、健康保険料とあわせて介護保険料が加算されます。

上記で求めた保険料額を企業と従業員で折半します。

【標準報酬月額】
標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与（基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた
税引き前の給与）を、一定の幅で区分した報酬額に当てはめて決定したものです。現在、58,0
00円（第1級）から1,390,000円（第50級）までの全50等級に区分されています。
標準報酬月額の決定方法は、下記のとおりです。
（1）資格取得時決定
（2）定時決定
（3）随時改定
（4）産前産後休業・育児休業等を終了したときの改定
（5）保険者決定

【標準賞与額】
標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てたものです。



標準賞与額には上限があります。健康保険、介護保険および子ども・子育て支援金は、年度
（毎年4月1日から翌年3月31日）累計で573万円が上限です。
厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は、1回の支給につき150万円が上限となります（同じ
月に2回以上支給されたときは合算）。

【端数処理について】
被保険者（従業員）負担分に円未満の端数が生じた場合、給与から控除する際は「50銭以下は
切り捨て、50銭を超える場合は切り上げ」て1円とします。
（例）
12,345.50円　⇒　12,345円を控除
12,345.51円　⇒　12,346円を控除
ただし、企業と従業員のあいだで「端数は企業負担とする」などの特約がある場合は、特約に
基づき端数処理ができます。

都道府県単位の保険料率とは
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。この料率は、都道府県ごとの年齢
構成や所得水準の差などを調整したうえで、当該都道府県の加入者1人あたりの医療費に基づ
いて毎年算出され、改定されています。つまり、疾病予防などの健康づくりの取り組みによっ
て地域の医療費が抑制されれば、それが直接、保険料率の抑制に反映される仕組みとなってい
ます。
なお、このように都道府県単位で料率が設定されるのは、協会けんぽ独自の仕組みです。他の
健康保険組合とは制度が異なりますので、ご注意ください。
協会けんぽの最新の保険料額表は、下記のサイトからご確認いただけます。
参考｜協会けんぽ『令和8年度保険料額表（令和8年3月分から）』

保険料の納付手続きと納付期限
企業は、企業負担分と従業員負担分をあわせた保険料を協会けんぽへ納付する義務がありま
す。従業員が負担する保険料を給与や賞与から控除したときは、その金額を給与明細などに記
載して従業員に通知しなければなりません。

【納付期限と納付方法】
納付期限：納付対象月の翌月末日（例：4月分保険料の納付期限は5月末日）
納付方法：口座振替、金融機関窓口（銀行・郵便局等）、電子納付（Pay-easy）

納付日までに納付を行わない場合、期限を指定した督促状が企業に届きます。督促状の期限を
超過した場合、延滞金が課されるなどの滞納処分を受けることにもなります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/


おわりに
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。給与計算ソフトなどを導入してい
る場合は、3月分保険料（4月納付分）を控除する給与計算の開始前に、令和8年度の新料率へ
設定を更新する必要があります。
また、3月支給の賞与についても新料率が適用されます。各都道府県の最新料率が正しく反映
されているか改めて確認することで、保険料の徴収漏れや計算誤りを防ぐことにつながりま
す。


